
名古屋高等裁判所裁判官会議議事録

第1 開催日時 令和4年6月24日（金）午後4時

第2 開催場所 名古屋高等裁判所大会議室

第3 出 席 者 別紙出席者名簿のとおり

第4 議事の経過及び結果

1 承認を求める事項

次の事項について〈全員異議なく承認した。

(1)令和4年度における裁判官の配置等の定めの変更について

別添の裁判官会議資料第1の1に記載のとおり

（2）（1）以外の裁判官の配置の定めの一部変更について

別添の裁判官会議資料第1の2に記載のとおり

（3）（1）以外の裁判事務の分配の定めの一部変更について

別添の裁判官会議資料第1の3に記載のとおり

（4）（1）以外の司法行政事務の代理順序の定めの一部変更に

別添の裁判官会議資料第1の4に記載とおり

2 報告事項

吹の事項について、報告を受けた。

(1)裁判官の職務代行について

別添の裁判官会議資料第2の1に記載のとおり

の定めの一部変更について

（2）1（1）以外の各種委員及び係裁判官の定めの一部変更について

別添の裁判官会議資料第2の2に記載のとおり

（3）裁判官以外の裁判所職員の人事異動等について

別添の裁判官会議資料第2の3に記載のとおり

（4）裁判官以外の裁判所職員の昇格等について

別添の裁判官会議資料第2の4に記載のとおり



（5）その他（文書開示）

別添の裁判官会議資料第2の5に記載のとおり

令和4年 ‘月乙？日

議事録作成者

裁判所事務官

｜

’
議 長

高等裁判所長官
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(5)令和4年4月1日から、次のとおり変更した。
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） ］以外の裁判事務の分配の定めの一部変更について

(1)令和3年12月20日から，次のとおり変更した。

[第2 裁判事務の分配〕［第2 メ

、旧 新

2 本庁

（1） 民事及
ア 上告

に順次

本庁

(1)民事及び行
ア 上告事件

に順次分配
イ 控訴事件

ワ
ー

政に関する事件の 分配

は､受付順に従い、民事各部｜
する。

び行政に関する事件の分配

事件は

分配する

受付順に従い，民事各部

控訴事件は、

iｧ） 一般民事控訴事件

(ｲ） 労働関係民事控訴事件

(ｳ）行政控訴事件
の各種別ごとに,事件記録の重量が5キ’

ログラム未満のもの，5キログラム以 卜’
15キログラム未満のもの及び15キ

ログラム以上40キログラム未満のも｜

のに区分し，種別及び区分ごとに，受付|i

鮮達室醗鮮蕊自
順次分配する。ただし, 控訴状が当庁に1

提出されたときは:以上の定めとは別に｜
民事各部に順次分配する。
第一審事件は，次の種別ごとに”受付｜

順に従い．民事各部に順次分配する。｜
(ｱ） 選挙に関する訴訟事件

(ｲ） その他の行政訴訟事件
iｳ）人身保護請求事件

抗告事件は、次の種別ごとに，受付順

に従い，民事各部に順次分配する。ただ
し，抗告状が当庁に提出された事件は，
これとは別に民事各部に順次分配する。
また審半||前の保全処分に対する抗告事
件とその本案審判に対する抗告事件は
両事件を同一日に受け付けた場合に限

り，両事件を同一の部に分配する。 ，

耐た瀞薫皇,頚穂誰f熟｜
の(以下｢遺産分割抗告事件」という。）I
を除く。）

(ｲ） 遺産分割抗告事件
(ｳ）行政抗告事件
は） 民事及び行政に関する事件につい’
て生じた法廷等の秩序維持に関する’

イ 控訴事件は，

（ｱ）一般民事控訴事件
（ｲ） 労働関係民事控訴事件

（ｳ）行政控訴事件
の各種別ごとに，事件記録の重量が5キ

ログラム未満のもの，5キログラム以上
15キログラム未満のもの及び15キ

ログラム以上40キログラム未満のも
のに区分し，種別及び区分ごとに、受付

順に従い、民事各部に順次分配する。4
0キログラム以上のものはⅧ上記種別に
関わりなく，受付順に従い、民事各部に

順次分配する:。ただし、控訴状が当庁に
提出されたときは，以上の定めとは別に

民事各部に順次分配する。

ウ 第一-審事件は、次の種別ごとに，受付
順に従い，民事各部に順次分配する。
げ）選挙に関する訴訟事件
（ｲ）その他の行政訴訟事件
（ｳ）人身保護請求事件

エ 抗告事件は、次の種別ごとに、受付順
に従い、民事各部に順次分配する。ただ
し 抗告状が当庁に提出された事件は、
これとは別に民事各部に順次分配する。

｢ﾕフ

ゴー

’

また 審判前の保全処分に対する抗告事｜
件とその本案審判に対する抗告事件は，I
両事件を同一日に受け付けた場合に限’
り，両事件を|司一の部に分配する｡
(ｧ） 民事抗告事件（再抗告事件を含む。
ただし，遺産分割審判事件に対するも
の（以下「遺産分割抗告事件」という。）
を除く。）

(ｲ）遺産分割抗告事件
(ｳ｝行政抗告事件
P二） 民事及び行政に関する事件につい
て生じた法廷等の秩序維持に関する〒ずvノィフ<ノーj~裂耶ILゴ寸W､一i美jり 名j

の抗告事件

した上告，控訴及び抗告
一 一一一一一一一一 一一'－－ 一 一一一一 一一 一÷－－－ 弓･-- --- 一

法律違反事件の抗告事件
オ ーの部に分配した上告控訴及び抗告

法律違反事件の
I

’

オ ーの部に分配1 －-一一一一一

_ ワ －
I



尚誰署鮮懸1判零群A|

群顎講灌烹羅嘩｜
に係る請求の追加事件は，アからエまで

(ﾉ I定#八にかかわらず，最初に分配を受け’

た部に分配する。こ〔ハ場合において(ま、，

事件の分配とは件数と|_て数えない。

家事事件手続怯274条3項により，
事件を調停に付した上，自ら処理す蔦,こ

上とした家事調停事件{ j ，調停に付｜／可

部に分配-j-ろ。こ(ﾉ)場合におい-ては、当’
該部(ﾉ)一ﾉ、(乃裁判官を同条4項し'>裁判

官とさ-ら．

門審事件（準再審事件を含むゞ以下同

じ。） は，原裁判をした部に分配する『
差罠事件は，事件記録の重量が5キロ

ケラム未満の＃)” 'と5キログラム以 |-

(')や,ぴ'に区分L,区分ごとに、受付順に

従(,､ 民事各部に|||目次分配する。ただし，
これによって定まる部が当該事件i〃原

裁判をした部であるときは，抜順位の部

に分配し，後者が直近に受けるべきi司一

区分に属寸-る差扇事件を前者に分配す

’

の事件,L原裁判(追加裁判を含む．） を
同［< する後に受理した_卜告，控訴 抗

告及び高等裁判所が第--審と1--で行う

家事審判の事件並びにこj1 らの事件に
対する当事者参加申立、反訴及び選定者
に係る請求(ﾉ)追加事|牛は，アからエまて：

《ﾉ )定&')にかかわらず，最初に分配を受け
た部に分配する．この場合にｵづいては
事件の分配tは件数として数えない”

力 家事事件手続法274条3項により
事件を調停に付した｣二、自ら処理するこ

ととLた家事調停事件( ｣〃調停に付1‐た

部に分配dろ‘こ(ﾉ'場合においては‘当

該部'ハーベル､‘ハ裁判官を同条.:1 Jg ! ﾉ j裁判p、

一切

る
索
診

す
雷
と
再

公

ユ邑肺凶

再審事件（準再審事件を含む，以下'司｜
じ。） は、原裁判を･した部に分配する、
差罠事件は‘事件記録の重量が5キロ

グラム未満《r)ものと5キログラムⅨ卜

fﾉ'もり 'にⅨ 分し，区分二 とに、受付順に

従い,民事各部に順次分配する｡ただし,'
これによって定まる部が当該事件Lﾉ)原

裁判をLた部であるときは，次順位の部
に 分配'－．後者が直近に受けるべき同一

区分に匡一ｵｰる差戻事件を前者に分配-{j-

ヤ
ー
、 ﾔｰｰ

片

ケ 民事部(ｿ'裁判'白.又は書記官に関す為

除斥及び忌避’'申立事件は．当該裁判官

叉は書記官の届-ｵｰる部"-'次順位ゾ)民事
部に分配寸るョ

． 民事及び行政に閏j-る事件にっ!\、.~[

生1jた 法廷等(7 '職序維持に閨-j-る法津

違反事件(〃異議申立事件は 原裁判を［
た鄙又は原裁判を|‐た裁判白しﾉ )属す一ら

部(Z)次順位の民事部に分配する。

升 そ(7)他の事件は．これに関連-j-る本案

事件が係属1－“又は終局した部に分配j-

る‐ただし。本案事件(7)係属する部が未

定('）＃】(/}はⅧ受付順に従い 民事各部に
順ｲｹ<分配－3る”

彦 イ及び工〔/〕定めにかかわらず、令和3

岸12月1Hから令和4年1月31E
までに受け付けた事件記録(7~~)重量が5

キロ ケラムーイミ満の控訴事|牛及び抗告事

件に･ ｣いては、民事第1部，民事第2部

暁ひ尺箏簿3部に各23分(:/ ) fi，民事第
4部に23分1,}）51ﾉ〕割合で分配すふ

民事部(')裁判'白､Zは書記官に関する

除斥及ひ,忌避‘’申立事件は，当該裁半'1宮

又は善記官の属する部の次順位iﾊ民事｜
部に分配する、

民事及び行政に閏-する事件について

‘'三|､た法廷等( ') 職序絆持に関-‘】 ろ法俸

違反事件の異議申立事件は,I串裁半llをL

た部又は腺裁判をした裁判官(ﾉ)属する

部の次順位の民事部に分配する、

そLr》他の事件は，これに関連する本業
事件が{系属L,又は終局l_た部に ;)配す

ふ ただ［，本案事件し『'係属 ｣- る部が未

定(ﾉ’＃)‘ﾉ ﾉ(1，受付順に従い，民事各部に
順次分配-ｲｰる ‐

ア,イ及びｴの定めにかかわらず,令’

I

二I

一_↓

ﾝ／ T］

和3年12月20日から令和4年2月
28日までの期間に受け付けた次の各
事件は，各種別ごとに 受付順に従い，
民事各部に順次，次の割合で分配する。
‘アl 令和3年12月20日から令和4
年1月31日まで

a 事件記録の重量が5キログラム

未満の区分の控訴事件及び抗告事
件

民事第1部及び民事第3部に各，

-H-



21分の6，民事第2部に21分の
4，民事第4部に21分の5の割合

b 上告事件並びに事件記録の重量
が5キログラム以上15キログラ

ム未満及び15キログラム以上4

0キログラム未満の各区分の控訴
事件

民事第1部，民事第3部及び民事
|

’

I６の
谷
口

分
割

２
の

２
’
４

省
の
に
分

部
２

４
－
２

第
に 民事第2鄙｜

’

i f）令和4年2月1日から同月28
日まで

上告事件，事件記録の重量が5キ

ログラム未満，5キログラム以上1
5キログラム未満及び15キログ

ラム以上40キログラム未満の各

区分の控訴事件並びに抗告事件
民事第1部，民事第3部及び民事

第4部に各22分の6，民事第2部
に22分の4の割合

－9－



(2) 令和4年3月1日から、次のとおり変更した。

〔第2 裁判事務の分配〕

新旧

庁

民事及び行政に関する事件の分配

上告事件は、受付順に従い、民事各部

に順次分配する．
控訴事件は、

(ｱ）‐一般民事控訴事件
(ｲ） 労働関係民事控訴事件

(ｳ） 行政控訴事件

2 本庁 ，
（]）民事及び行政に関する事件の分配
ア 上告事件は、受付順に従い、民事各部
に順次分配する。

イ 控訴事件は、

（ｧ）一般民事控訴事件

（ｲ）労働関係民事控訴事件

（ｳ）行政控訴事件

の各種別ごとに､事件記録の重量が5キ
ログラム未満のもの、5キログラム以上
15キログラム未満のもの及び15キ

ログラム以上40キログラム未満のも

のに区分し、種別及び区分ごとに、受付
順に従い、民事各部に順次分配する。4
0キログラム以上のものは、上記種別に

関わりなく、受付順に従い、民事各部に

順次分配する。ただし､控訴状が当庁に

2 本

(1)
ア

｜ ‐イ

の各種別ごとに､事件記録の重量が5キ｜
ログラム未満のもの、5キログラム以上i
15キログラム未満のもの及び15キi

ログラム以上40キログラム未満のも｜
のに区分し種別及び区分ごとに､受付｜
順に従い、民事各部に順次分配する。41
0キログラム以上のものは､上記種別に｜
関わりなく､受付順に従い､民事各部に
|||頁次分配する。ただし、控訴状が当庁に』

提出されたときは､以上の定めとは別に

民事各部に順次分配する。
ウ 第一審事件は、次の種別ごとに、受付
｜||頁に従い、民事各部に順次分配する。

（ｱ） 選挙に関する訴訟事件
") その他の行政訴訟事件

（ｳ） 人身保護請求事件
エ 抗告事件は､ 次の種別ごとに、受付順

に従い、民事各部に順次分配する。ただ
し、抗告状が当庁に提出された事件は、

これとは別に民事各部に順次分配する。
また､審判前の保全処分に対する抗告事

件とその本案審判に対する抗告事件は、
両事件を同---日に受け付けた場合に限

り、 両事件を|司一の部に分配する。

〈ァ） 民事抗告事件（再抗告事件を含む。
ただし､遺産分割審判事件に対するも

の(以:1､.｢遺産分割抗告事件」という。）
を除く。）

（ｲ） 遺産分割抗告事件

（ｳ;；行政抗告事件
b二） 民事及び行政に関する事件につい

て生じた法廷等の秩序維持に関する

法律違反事件の抗告事件

オ ーの部に分配した上告､控訴及び抗告｜
の事件と原裁判(追加裁判を含む6 ）を

同じくする後に受理Lた上告､控訴抗’

提出されたときは､以上の定めとは別に；

民事各部に||頂次分配する。

ウ 第--審事件は、次の種別ごとに、:受'.' i’順に従い､民事各部に順次分配する “i
げ）選挙に関する訴訟事件
(ｲ）その他の行政訴訟事件

(ｳ）人身保護請求事件
抗告事件は、次の種別ごとに、受付順

に従い、民事各部に順次分配する二ただ
し、抗告状が当庁に提出された事件は、
これとは別に民事各部に順次分配する二

また、審判前の保全処分に対する抗告事
件とその本案審判に対する抗告事件は、i
両事件を同一日に受け付けた場合に限

り、両事件を同一 -の部に分配する｡

(ｱ）民事抗告事件（再抗告事件を含む。
ただし､遺産分割審判事件に対するも

の(以下｢遺産分割抗告事件」という。）
を除く 。）

(ｲ）遺産分割抗告事件
(ｳ）行政抗告事件
(工）民事及び行政に関する事件につい
て生じた法廷等の秩序維持に関する

法律違反事件の抗告事件

一の部に分配したl了告、控訴及び抗告｜

肖壽爵驍遡塁礎澪駕勇

I

順
だ
に

~工

オ

－］0－



審として行て行う 告及び高等裁判所が第一審として行う

家事審判の事件並びにこれらの事件に

対する当事者参加申立､反訴及び選定者

に係る請求の追加事件は、アからエまで

の定めにかかわらず、最初に分配を受け’
た部に分配する。この場合においては、1

事件の分配上は件数として数えない。｜
力 家事事件手続法274条3項により

事件を調停に付した上、自ら処理するこ

ととした家事調停事件は､調停に付した

部に分配する。この場合においては、当
該部の一人の裁判官を|司条4項の裁半|｜

官とする。

キ 再審事件（準再審事件を含む，以下同

じ。）は、 原裁判をした部に分配する。
ク 差戻事件は､事件記録の重量が5キロ

グラム未満のものと5キログラム以上

のものに区分し、区分ごとに、受付順に

従い,民事各部に||頂次分配する。ただし、
これによって定まる部が当該事件の原

裁判をした部であるときは､次順位の部

に分配し、後者が直近に受けるべき同一

区分に属する差戻事件を前者に分配す

る。

ケ 民事部の裁判官又は書記官に関する
除斥及び忌避の申立事件は、当該裁判官

又は書記官の属する部の次順位の民事

部に分配する。

． 民事及び行政に関する事件について
生じた法廷等の秩序維持に関する法律

違反事件の異議申立事件は､原裁判をし
た部又は原裁判をした裁判官の属する｜
部の次順位の民事部に分配する‘

サ その他の事件は、これに関連する本案

事件が係属し、又は終局した部に分配す

る。ただし、本案事件の係属する部が末｝

定のものは､受付順に従い､民事各部に｜
順次分配する。

告及び高等裁判所が第一審とL
ﾉﾐにこれらの事件に家事審判の事件並〔

対する当事者参加申立､反訴及び選定者
の追加事件は、アからエまでに係る請求

の定めにかかわらず､最初に分配を受け

た部に分配する。この場合においては、

事件の分配上は件数として数えない。

力 家事事件手続法274条3項により
事件を調停に付した上、自ら処理するこ

ととした家事調停事件は､調停に付した
部に分配する。この場合においては、当
該部の一人の裁判官を|司条4項の裁判

官とする。

キ 再審事件（準再審事件を含む。以下同

じ。）は、原裁判をした部に分配する。
ク 差戻事件は､事件記録の重量が5キロ

グラム未満のものと5キログラム以上

のものに区分し､区分ごとに､受付順に｜
従い.民事各部に順次分配する。ただし、i
これによって定まる部が当該事件の原I
裁判をした部であるときは､次順位の部｜
に分配し、後者が直近に受けるべき同--i

区分に属する差戻事件を前者に分配すI

る。

ケ 民事部の裁判官又は書記官に関する｜
除斥及び忌避の申立事件は、当該裁判官｜

又は書記官の属する部の次順位の民事I

部に分配する。
． 民事及び行政に関する事件について

生じた法廷等の秩序維持に関する法律 I
違反事件の異議申立事件は､原裁判をし’

た部又は原裁判をした裁判官の属する｜
部の次順位の民事部に分配する。

サ その他の事件は、これに関連する本案｜
事件が係属し､又は終局した部に分配す’
る。ただし、本案事件の係属する部が未｜

定のものは、受付順に従い、民事各部に｜
順次分配する。

シ ア、イ及びエの定めにかかわらず、令｛

和3年12月2（）日から令和4年2月I

28日までの期間に受け付けた次の各｜
事件は、各種別ごとに、受付順に従い、｜

民事各部に順次、次の割合で分配する｡ ｜
（ア）令和3年1 2月20日から令和41
年1月31日まで

a 事件記録の重量が5キログラム：

未満の区分の控訴事件及び抗告事

件

｜

’

1

1

I
’

民事第1部及び民事第3部に各

21分の6、民事第2部に21分

の4、民事第4部に21分の5の
L_- －－－ － －
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割合

b j 言 告事件並びに事件記録の重量

が5キログラム以上 15キログラ

ム未満及び15キログニラム以上:」

（)キログラム乗満の各区分の控訴
事件

民事第1部、民事第3部及び民

事第4部に各22分の6，民事第
2部に22分の4ゾ)割合

,'）令和4年2月1日から同月2H
巳まで

上告事件、事件記録の重量が5

キログラム未満、5キログラムい、

11 5キロケラム未満及び］5弍

’」ケラム以卜』（)キLコグラム未満

（/'各区分(〃‘控訴事件並びに抗告事

件

民聿第1部、民事第3部及び民

事第4部に各22分の6，民事第
2部に22分の4の割合

’
1

1

｜
I

｜

’

1 l以外(_7ﾉ司,去行政事務の代理順|芋の定めの－部変更について

（1） 令和4年4月1日から、次‘〃とお()変更した

(篭5 百｣法行政単諾(ﾉ〕代理順序〕

新日
一

箪尺割長に藍l_ =Xがふると含心代謝'2，』,附簿畦部辰に雀i■量え層浄誰誉(,7)代理庫

、）
〆

一

|||胃序

１
１
．
令
一

鍔記十特弔

一
ゾ
エ
ユ

ー
Ｉ

“ｆ〔劃］へ一一ＨＭ』一、

一宗一
言尹

吾?

1､里

_L-マーー

↑筒

第1
論p
〆r V L－ゴ

判
判

十十
寸一『‐

』 9

I

蒜
LMJ、

順位 判

順位

圭

y］
r豈当

l皇 井 俊 治

て
ア

ナ
ム （
『
Ｊ

矛田主●〆
｛
ｒ
Ｌ
Ｐ
４
・
マ
ニ

ｖ
‐
イ
４
Ｊ
川
岨
川
凪

判 事 加 藤 靖

- 12-



(2 令和4年4月19日から、次のとおり蛮更1－た

|第5 司法行政事務(7)代理順序1

IH 新 ｜
’

l 長官に差し支えがあるときの代理順序 11 長官に差し支えが志)るときの代理順序

与写宇

弔
人で今

弔

|||頁位
|||~~，‘旧位

一彦一一一

第1順位 判 事 永 野
筆2順ｲヴ

１
１

」
・
三

川
ユ
ー
Ｉ
「
十

一一

旱
J-r
聿

氷 野

鹿 野

匪
伸 庄 壹

Ｔ
ｊ

ｏ
色

判 事 吉 村 典 晃

’3 令和4年6月18日から、次のとおり変更I_た‘

［第5 司法行政事務の代理順序］

｜日

金沢支部長に差し支えがあるときの代理 2 金沢支1

fﾅ｢一

未r「

金沢支部長に差し支えがあるときの代理
順序

4鯵）
今

順序

」
，
ｊ
」
」
Ｉ
幸

一
、
当

一
、
坐

Ｊ
〃
１
１
７
４
１
１

首
〈
胃
（

１
１

１
Ｌ

ワ
全

袴
弟
誇
弟

事
事 井 俊 治

藤 靖

第1l1偵位

第2順位
判
判

蓮
加

判 事 吉 田 尚 弘
事 加 藤半|’ 靖｜

’
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第2 報告事項

1 裁判官の職務代行について

別紙第2のとおり

2 第1の1以外の各種委員及び係裁判官の定めの一部変更について

(1) 令和4年3月9日から、次のとおり変更した。

〔第6 各種委員及び係裁判官〕

新|日

l 資料事務指導{系裁半ll 'g l 資料事務指導係裁判'白

事
事
車

ｋ
頁
田
勺

一
〃

３
今
１
１

ｒ
ｉ
ｌ

判
判
判

美穂子

千恵子(事務局長）
．lギ
ョー

毫ナー

い、

田

山

判 事 山 本 万起子判
判

福
内 、 千恵子(事務局長

山 孝 一

事
事

12｝ 令和1年191日か唯,、次fﾉ=)とおり挺吏した

箒(ぅ 各種委員及び係裁判官j

1日 判

判例委員 判例委員会
Q）

|‐
心“‐一

|委員長
|委員

|同

|目
|IW
l司

|司

幹事

|司

|司

長 官 白 井 幸 夫

判 事 永 野 ｜土 彦

判 事 鹿 野 伸 二

判 聿 古 村 典 晃

判 事 上 ｜]］ 昭 彦

判 箏 燕 本 ｜|多

判 事 森 佶 喪
判 事 舩 村 徹

判 聿 真 田 尚 姜

判 事 後 藤 眞知子

判 事 福 旧 千恵T

判 事 内 山 真理子

戸ニェ
ロ
胃
向
日

妾
妾
同
同
嗣
同
同
向

~｣__－

斗＝
訳, 、

一

。-号_鍔=
に云

澤1
－Fｰ
フサー

彦

修
ロ ー=

史（余沢支部）
,'4-'

i散

長
判

井
野
野
村
田
水

幸
圧
伸
典
昭

店
斗･
･･j、

巳
事
事
事
聿
車
事
事

鹿

１
１
．
１

半
丁
率
十
小
十

吉
土
萩
森
舩

｜|多

佶 喪（余i尺斐部）’
1H 〈

尚 姜

眞知子

千恵T （事務局長）

真理子

判

判

半!’

§’土
1口

↓、

1．

判 事 入 江 克 明同

削 車 後 藤 屡知丁幹事

同 判 事 澤 村 智 子（事務局長）
同 判 事 溝 口 理 佳

里報委員主 玄報委員会
‘〕

く

て）

$）
ぺ
』ノ

ー一

一 北1－



惠子（事務局長)｜
朗

一一（金沢支部）
子

事 福 田 千

事 飯 野 里

事 永 井 健

事 大久保 優

長自
貝
酉
員

判
判
判
判

委
委
同
同

委員長 判 事 澤 村 智 子（事務局長）

伸委員 判 事 谷 口

士ロ’

同 判 事 飯 塚 隆 彦

同 判 事 南 うらら（金沢支部）

4 資料事務指導係裁判官資料事務指導係裁判官4

山
田

事
事

判
判
一

本 万起子

中 聖 浩

山
福
内

事
事
事

１
１
１

土
十
率
十
半
丁

本 万起子

田 千恵子（事務局長）

山 孝 一

判 事 澤 村 智 子（事務局長）

研修指導係裁判官

判 事 永 山 倫 代

5 研修指導係裁判官5

判 事 溝 口 理 佳

(3)令和4年4月19日から、次のとおり変更した。

[第6 各種委員及び係裁判官〕

’
新Ip

lI－I

判例委員会 判例委員会
リ
ク
部

Ｊ
／
▲ ワ

全

長員
員

事

委
委
同
同
同
同
同
同
同
幹
同
同

長 官 白 井

判 事 永 野

判 事 鹿 野

判 事 吉 村

判 事 士 田

判 事 萩 本

判 事 森

判 事 松 村

判 事 入 江

判 事 後 藤
判 事 澤 村

判 事 溝 口

幸 夫 ｜委員長

圧 彦 委員

伸 二

典 晃 同
昭 彦 ｜司

修 同

浩 史（金沢支部）同
徹 同

克 明 同

眞知子 同

智 子（事務局長）幹事

理 佳 ｜同
同

長 官

判 事

白 井 幸 夫

永 野 序 彦

事 吉 村 典 晃
事 土 田 昭 彦

事 萩 本 修

事 森 浩 史

事 松 村 徹
事 田 邊 三保子

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

半
半
‐
半
‐
半
‐
半
半

(金沢支部）

事
事
事
事

一

克 明

眞知子

智 子（事務局長）

理 佳

ｌ
Ｉ
１
Ｊ
Ｉ
１
０
Ｊ
Ｉ
Ｊ
ｌ
Ｊ

半
半
Ｔ
半
半

入 江

後 藤

澤 村
溝 口

’ ’

－ 1頁 一
4 L〃



iT和4年4月19pからの常置委員I【参:考

1 静｝
I F日

今
二

目周一

禾云←

》直山
弔

常置委員会 11

常置委員会規程2条1項l、

委員長 長 官 白 井 幸

判 聿 永 野 圧

常置委員会規程2条］項1，2号の委員

委員長 長 官 白 井 幸 夫

判 聿 永 野 圧 麿

判 事 鹿 野 伸 一二

判 箏 吉 村 曲 晃
判 顎 土 卜H 昭 彦

判 事 溌 本 修

判 車 松 村 徹

2号LT)委員
剖一
ノ焉
一

L〆.．

一
国

凸
●

ロ

一

→

や

串
幸
手
聖
、
事

| 1

旧

本

村

＋‘

にコ

ート
ート＋－

織
り ．,

心

ｈ
制
ヘ
リ
ｕ

州
什
一
口
脳

判
刊
州
判

晃
山 △

合二．
j・

{|ｼ言
'一㎡

僻【

’

’ 判 事 田 邊 三保子

常置委亀会規程2条1項3号,刀委員

判 事 前 IH 郁 勝
判 宇 内 山 孝 一

常置委員会1m程2

判 事

判 事

条1項3号in委員

RiI H1 郁 隣

内 山 孝

'常置委員会規程旦条1項4号(ハ委眞
支部長 森 佶 更

。
『
１
屯
１

Ｆ．Ｅ

圭
一
巾南置委員会規程2

支部長

桑1項4
－に
*十t

ロ
万
挫
胴

次'，，とお{ノ蛮更|‐た令和1年4月23H,3｛ I

第(ぅ 各橦委員及び係数判官
I

’新旧

’判例委員会'1列委員会 26.》
色

委員長

委昌

同

|両I

同

|司

同

|肩｜

|行｜

幹事
同

同

長 ′畠． 白 井

判 事 永 野

判 事 古 村

判 事 _L 田

判 事 萩 本

半l1 串 祥

判 聿 松 村

判 事 Hゴ 邊

判 事 ノ、i工

判 事 後 藤

判 車 澤 村

半'’ 事 満 1コ

幸
圧
典
昭

美
澤
由
忙
直
一
陣
し
中
断
伽

委員 長 官 團 藤 丈 士 I

ｊ
ｌ
ｌ

淵
墹
判

同
一
両
同

永 野

吉 村

長谷川

圧
典
兼
〈

毛
．
事
事

ご
冤
弘

(金,尺二E部） 判 事 士 門 昭 掠Ｔ
ＩＬ
→
４
１ 同

一
聿
壼
聿
苛
季
‘
事
事
事
事

浩 吏( *{H支部）

嶽
了｛？_~_7.‐
－ 1【里幸 』

寛 明

'宣知干

智 子（箏跨局長’

理 佳

一一４口叩，

・一陣ヨー『

司
司
司
司
畔

Ｐ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｆ
～
ｌ
ｌ
Ｌ
Ｇ
Ｉ
‐
Ｏ
Ｉ
ｑ
０
Ｆ
Ｉ
ｄ
ｌ
ｌ
Ⅱ
｝
Ｄ
Ｉ
０
ｌ

二1呆手

森
松
田
入
後
澤
満

半

市 朋
』一一 L_._ -"

L具加j.

智 子（事務局長）
岬 倖

〃

村
邊
江
藤
付
Ⅱ

ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
》
ｌ

下
卜
十
十
ド
ル
ｆ
上
ｌ
伽
Ｆ

同

|司
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I参考 #和-1年-1月25日力 』F』の常置委員】

旧 剰

常置委員会 1 常置委員会

常置委員会視程2釜1項1，2号(ﾉ)委員

I

常置委員会視程2最l項1

委員長 長 官 白 井

判 事 永 野

判 宇 吉 村

判 享 士 田

判 車 萩 本

判 睾 松 村

判 聿 田 邊

、2号の姜昌

幸 夫
庄 底

曲 晃

昭 産

{lg

徹

~乏保7．

委員長 長 官 團 藤 丈 士判
判
判

箏 永 野

事 吉 村

事 長谷川

圧
前 ｢+蓼

晁

弘

D

l
l

恭
判 事 12 m ロワ

ト』口

事
事 松

H1

／ ’

徹

二(早一+皇
－ 1 I、 」

｜ l

i塁

判
判

1

1常置委員会規程2条1項3号リ)委員
判 事 前 田 郁 勝

判 事 内 山 孝 一 常置委員会視程2

判 聿

判 事

１基
卜
前
内

凶
口

委
勝
一

ハ号
奔
帥
拳

Ｊ
，

旧
《
田
山

常|園委員会視程2条1項4号(J'委員

支部長 森 浩 由

常置委員会規程2条1項4号’

支部長 森 浩

１
期
Ｊ
・

に
Ｆ
ｔ
鐸

姿
史

』

(r fIw 4年(jj 'こわ(リ迩亜|‐た1日か’

一
、
Ｂ
Ｐ

Ｆ
ト
ー

/J1

1.,F
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(別紙第1）

,令和4年度における裁判官の配置，裁判事務の分配，裁判官に
｜
|差し支え-があるときの代理順序，開廷日割及び使用法廷，司法

行政事務の代理順序等の定め

1日施行令和4年 1月

名古屋高等裁判所



第1 裁判官の配置

1 本庁

民事第1部 裁判長 判 事

判 事

判 事

判 事

裁判長 判 事

判 事

判 事

判 事

裁判長 判 事

松 村 徹

永 山 倫 代

入 江 克 明

溝 口 理 佳

萩 本 修

池 田 信 彦

末 吉 幹 和

飯 野 里 朗

土 田 昭 彦

始 関 正 光（代行）

民事第2部

民事第3部

判 事

判 事

判 事

判 事

判 事

判 事

判 事

判 事

判 事

判 事

判 事

判 事

判 事

判 事

判：事

山 本・万起子

西 野 光 子

秋 吉 信 彦

永 野 圧 彦

水 谷 美穂子

前 田 郁 勝

真 田 尚 美

内 山 真理子

吉 村 典 晃

田 中 聖 浩

内 山 孝 一

大久保 優 子

鹿 野 伸 三

後 藤 眞知子

民事第4部 裁判長

刑事第1部 裁判長

刑事第2部 裁判長
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鹿 野 伸 二

吉 村 典 晃

土 出 昭 彦
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判
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判

判
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事
事

事

事

事
事
事

2 金沢支部

第1部（民事） 蓮 井 俊 治

森 浩 史

橋 本 修

平 野 剛 史

峯 金 容 子

永 井 健 一

森 浩 史

橋 本 修

平 野 剛 史

峯 金 容 子

永 井 催 一

事
事

事
事

事
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事

裁判長 判

判
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判
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半|」

裁判長 判

判

判

第2部（刑事） 事

事
事

判 事

判 事

第2 裁判事務の分配

1 本庁と金沢支部

(1) 本庁は，名古屋高等裁判所の権限に属する事件のうち

う事件を除くその余の事件を取り扱う。

金沢支部が取り扱

一 ワ －
空



（2）金沢支部は，名古屋高等裁判所の権限に属する事件のうち，福井，金沢及

び富山の地方裁判所及び家庭裁判所の管轄区域に属する事件（裁判所法16

条3号，4号の事件, 裁判官分限法3条］項の事件及び差し戻された事件を

除く。）を取り扱う。

2 本庁

(1) 民事及び行政に関する事件の分配

ア 上告事件は，受付順に従い，民事各部に順次分配する。

イ 控訴事件は』

（ｱ) ‐一般民事控訴事件

（ｲ）労働関係民事控訴事件

（ｳ）行政控訴事件

の各種別ごとに 事件記録の重量が5キログラム未満のもの、5キログラ

ム以上15キログラム未満のもの及び15キ1ｺグラム以上40キログラム

‘未満のものに区分し，種別及び区分ごとに，受付順に従い，民事各部に順

次分配する｡’40キログラム以上のものは, 上記種別に関わりなく、受付

順に従い，民事各部に順次分配する。ただし, 控訴状が当庁に提出された

ときは 以上の定めとは別に民事各部に順次分配する。

ウ 第一審事件は‘次の種別ごとに，受付順に従い、民事各部に順次分配す

プ

'｡‘

（ｱ) 選挙に関する訴訟事件

（ｲ）その他の行政訴訟事件

（ｳ) 人身保護請求事件

エ 抗告事件は，次の種別ごとに、受付順に従い，民事各部に順次分配する《

ただし，抗告状が当庁に提出された事件は，これとは別に民事各部に順次

分配する。また，審判前の保全処分に対する抗告事件とその本案審判に対

する抗告事件は．両事件を同一日に受け付けた場合に限り，両事件を同一

_ リ －
，

にノ



の部に分配する。

（ｱ）民事抗告事件（再抗告事件を含む。ただし，遺産分割審判事件に対す

るもの（以下「遺産分割抗告事件」という。）を除く。）

（ｲ）遺産分割抗告事件

（ｳ）行政抗告事件

㈲ 民事及び行政に関する事件について生じた法廷等の秩序維持に関する

法律違反事件の抗告事件

オ －の部に分配した上告，控訴及び抗告の事件と原裁判(追加裁判を含

む。）を同じくする後に受理した上告，控訴，抗告及び高等裁判所が第一

審として行う家事審判の事件並びにこれらの事件に対する当事者参加申立，

反訴及び選定者に係る請求の追加事件は，アからエまでの定めにかかわら

ず，最初に分配を受けた部に分配する。この場合においては，事件の分配

上は件数として数えない。

力 家事事件手続法274条3項により事件を調停に付した上，自ら処理す

ることとした家事調停事件は，調停に付した部に分配する。この場合にお

いては，当該部の一人の裁判官を同条4項の裁判官とする。

キ 再審事件（準再審事件を含む。以下同じ。）は，原裁判をした部に分配

する。

ク 差戻事件は，事件記録の重量が5キログラム未満のものと5キログラム

以上のものに区分し 区分ごとに，受付順に従い，民事各部に順次分配す

る。ただし，これによって定まる部が当該事件の原裁判をした部であると

きは，次順位の部に分配し，後者が直近に受けるべき同一区分に属する差

戻事件を前者に分配する。

ケ 民事部の裁判官又は書記官に関する除斥及び忌避の申立事件は，当該裁

判官又は書記官の属する部の次順位の民事部に分配する。

． 民事及び行政に関する事件について生じた法廷等の秩序維持に関する法

－4－



律違反事件の異議申立事件は，原裁判をした部又は原裁判をした裁判官の

属する部の次順位の民事部に分配する。

サ その他の事件は，これに関連する本案事件が係属し，又は終局した部に

分配する．ただし，本案事件の係属する部が未定のものは，受付順に従い

民事各部に順次分配する。

シ ア，イ及びエの定めにかかわらず，令和3年12月20日から令和4年

2月28日までの期間に受け付けた次の各事件は，各種別ごとに，受付順

に従い，民事各部に順次，次の割合で分配する。

(ｱ）令和3年12月20日から令和4年1月31日まで

a 事件記録の重量が5キログラム未満の区分の控訴事件及び抗告事件

民事第1部及び民事第3部に各21分の6，民事第2部に21分の

4，民事第4部に21分の5の割合

b 上告事件並びに事件記録の重量が5キログラム以上15キログラム

未満及び15キログラム以上40キログラム未満の各区分の控訴事件

民事第1部，民事第3部及び民事第4部に各22分の6，民事第2

部に22分の4の割合

(ｲ）令和4年2月1日から同月28日まで

上告事件，事件記録の重量が5キログラム未満，5キログラム以上1

5キログラム未満及び15キログラム以上40キログラム未満の各区分

の控訴事件並びに抗告事件

民事第1部，民事第3部及び民事第4部に各22分の6，民事第2部

に22分の4の割合

刑事に関する事件（心神喪失者等医療観察及び少年保護に関する事件を含(2

む。以下|司じ。） の分配

ア 控訴事件は，別に定めるものを除き，事件記録の重量が1（)キログラム

未満のもの，10キログラム以上25キログラム未満のもの，25キログ

F
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ラムj､l､｜冒局（)キ'ノグラム未満‘〕＃,の通び局（)キI_1グラム｣､I.’三〃)#》【r)に区分
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おい一口収( j扱 7．

ll -､J!分配〆『 寺;ナえｱ｝べき部i7)裁判官に|』↑;斥原刀'l]キ鳶』/f-!,!'. fT讓体を悔成

－4－ろニヒ'fj, -ささないとき(､民事訴訟法325f4]肩にl､ {)当該睾件,ハ裁判に

閨ﾉ了す-ろ二とのできない哉fll宮かいるたj』' 合議体を橘}ﾌt -Tr ff)ことが-てさな

～

』



ぃときを含む｡ ）は，当該事件は，その妨げのない次順位の部に分配する。

この場合においては，後者が直近に受けるべき同一の種別，区分に属する事

件を前者に分配する。

(5) 事件が部に分配された後に，当該部の裁判官に除斥原因が生じ、又は除斥

事由のあることが判明したため，合議体を構成することができない場合（民

事訴訟法325条4項により当該事件の裁判に関与することのできない裁判

官がいることが判明したため, 合議体を構成することができない場合を含

む。）において↑当該部において当該事件を処理することが相当でないと認

めるときは､ 民事又は刑事各部間の協議により，当該事件を他の部に分配替

えすることができる。この場合においては）(4)の後段を準用する。

(6)部を異にして分配された数個の事件が相互に関連するため，当該事件を併

せて審理することが相当であると認めるときは，関係部間の協議により．当

該事件を一の部に分配替えすることができる、この場合においては、(4)の後

段を準用する。

（7）各部の前年度未済事件は，当該部において引き続き取り扱う。

（8）新受事件は，前年度に引き続き分配し，年度更新をしない。

3 金沢支部

（1） 民事及び行政に関する事件は，第1部に分配する。

(2)家事事件手続法274条3項により事件を調停に付した上. 自ら処理する

こととした家事調停事件については，第1部の一人の裁判官を|司条4項の裁

判官とする｡

（3） 刑事に関する事件は, 第2部に分配する。

（4）法廷等の秩序維持に関する法律違反事件の抗告事件については，民事及び

行政に関する事件について生じたものは第1部に、刑事に関する事件につい

て生じたものは第2部に分配する。

5〉 高等裁判所の決定に対する異議申立事件は：当該決定をした部以外の部に

－8－



分配する。

（6）除斥，忌避及び回避の申立事件については，第1部の裁判'自'又は書記官に

関するものは第2部に，第2部の裁判官又は書記官に関するものは第1部に

分配する。

4 その他

M1) 金沢支部において事件の分配を受けた部が合議体を構成することができな

いときは，長官は, 当該事件を本庁に回付することができる。

(2) 1から3までの定めにより本庁と金沢支部の各部に分配された事件を当該

部において取り扱うことが相当でないと認めるときは，長官は，当該事件を

回付し，又は他の部に分配替えすることができる。本庁各部相互間において

事件の分配替えをした場合においては､ 2の(4)の後段を準用する。

第3 裁判官に差し支えがあるときの代理順序

I 本庁

(1)裁判長に差し支えがあるときは，その部の他の裁判官が第1の1に掲げる

順序により代理する。ただし， 特別の理由があるときは、長官が指名する裁

判官が代理する。

（2）－－の部に属する裁判官に差し支えがあり》当該部の裁判官によって合議体

を構成することができないときは，他の部に属する裁判官（裁判長を除く．）

のうち，長官が指名する裁判官が代理すると

(3) 一の部に属する裁判官全員に差し支えがあるときの代理順序は，次のとお

L り とする”

ア 民事及び行政に関する事件については．民事第1部と民事第2部の問に

おいて‘民事第3部と民事第4部の間においてⅧそれぞれ相互に代理する。

ただし、急を要する事件について代理すべき部にも差し支えがあるときは，

長官が指定する他の部において代理する。

イ 刑事に関する事件については、刑事第] 部と刑事第2部の問において相

－9－



互に代理する。ただし，急を要する事件について代理すべき部にも差し支

えがあるときは，長官が指定する他の部において代理する。

（4）自然災害発生時等の緊急時においては, (1)から(3)の定めにかかわらず、長

官が指名する裁判官が代理することができる。

2 金沢支部

(1) 裁判長に差し支えがあるときは，その部に属する他の裁判官又は他の部の

裁判長のうち，支部長が指名する裁判官が代理する。

(2) 一の部に属する裁判官に差し支えがあり‘当該部の裁判官によって合議体

を構成することができないときは，他の部に属する裁判官のう ち， 支部長が

指名する裁判官が代理する。

第4 開廷日割及び使用法廷

1 本庁

(1)民事及び刑事各部の開廷日割及び使用法廷は，次のとおりとするゞただし，

各部は，必要に応じ，随時，適宜の法廷において開廷することができる<Ⅲ

~-~ I ‐－
部 名 開 廷 日 割 使 用 法 廷

一.‐ “‐ ー…．－．－－－－ …」

民事第1部 月， 水, 金 1 ()01号法廷， ］（）06号法廷

,民事第2部 月，火，木 10(）1号法廷，1006号法廷

：民事第3部1月‘火，木 1（)04号法廷，1005号法廷

民事第4部‘月，水，金 ，1004号法廷， 1（〕05号法廷

刑事第1部 火，木，金（第2，4） il ()02号法廷
金（第1，3， 5） ， ’1003号法廷

I升|j事第2部 月，水，金 (第1， 3, 5) 1002号法廷
金（第2，4）｜ 1003号法廷

｜

＆

（2） 特別部は, 随時，適宜の法廷において開廷する。

2 余沢支部

各部の開廷日割及び使ﾊ1法廷は．次のとおりとするとただし、各部は，必要

に応じ，随時，適宜の法廷において開廷することができる。

- 10-



日

Ｉ
Ⅲ
川
皿
Ｊ

』

一
圭
口
一I部 名 開 廷 ｜ 使用法廷

－

１
．

一・｜里芋

一

民

一

・
ｉ

部１

｜
倦
弟 で
、

で
Ｌ

ｌ
Ｗ
勾
‘
〃
ノ

金（午後）
水，木，金

６
グ
ー
〃

ｊ

《ｒ、ゞ

Ｒ
何
円
幻

〃
／

Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

号法廷
号法廷

１
４

０
０

２
３

第2部（刑事） ，金（午前）木 号法廷201

第5 司法行政事務の代理順序

1 長官に差し支えがあるときの代理順序

第1順位 判 事 永 野 圧 彦

第2順位 判 事 鹿 野 伸 二

2 金沢支部長に差し支えがあるときの代理順序

第1順位 判 事 ） 蓮 井 俊 治

第2順位 判 事 橋 本 修

3 部の事務を総括する裁判官に差し支えがあるときは

ﾉ

当該部の他の裁判官が

第1に掲げる順序により代理する。

第6 各種委員及び係裁判官

常置委員

常置委員会規程2条1項1，2号の委員

委員長 長 官 白 井 幸夫

判 事 ’ 永 野 圧 彦

判一事 鹿 野 伸 二

， 判 事 吉 村 典 晃

・ 判 事 土 田 昭 彦

判 事 萩 本 修

判 事 松 村 徹

常置委員会規程2'条1項3号の委員

判 事 前 田 郁 勝

判 事 内 山 孝 一

1

－ 11 －
ユ 」



1

常置委員会規程2条1項4号の委員

支部長 森 浩 史

判例委員会

委員長 長

委 員 判

同 判

同 判

同 判

|司 判

同 判

同 判

同 判

幹 事 判

同 判

同 判

広報委員会

委員長 判

委 員 判

同 判

2

!一か

目 白 井 幸 夫

永 野 圧 彦

鹿 野 伸 二

吉 村 典 晃

士 田 昭 彦

萩 本 修

森 浩 史（金沢支部）

松 村 徹

真 田 尚 美

後 藤 眞知子

編 田 千恵子（事務局長）

内 山、真理子

事

事
事

奎
手

事

壹雪
章一

F

‘痔コ

ョヲ

童
､二子』．

車

》手

７
１

６
唖

事

福 田 千恵子（事務局長）

飯 野 里 朗

永 井 健 …－（金沢支部）

大久保 優 子

亘彗
＝

事

同 判 事

資料事務指導係裁判官

判 事 水 谷 美穂子

判 事 福 田 千恵子（事務局長）

判 事 内 山 孝 一

研修指導係裁判官

判 事 永 山 倫 代

－12－‐

4

反
Lノ



(別紙第2）

職務代行一覧
職務代行期間

命･免 発 令 日 職 務 代 行 庁 新 官 職 現 官 職 氏 名 発令庁
終期始期

’

名古屋高判事･名古屋
簡裁判事

池 田 信 彦名古屋高判事 名古屋地家一宮支判事(支部

長)･一宮簡裁判事(司掌者）
高裁R4.1.14 R41．14 R4-3.31《叩

山 崎 次 矩| R44'
桑 原 周 大|R4.4.1

津地判事補

岐阜地判事補

裁

庸
一二向１

１

３
３

３
３

５
５

Ｒ
Ｒ

津家判事補

岐阜家判事補

R4.4.1

R4.4-1

〈
叩
一
《
叩

名古屋高金沢支
半ll\ '

金沢家地判事，金沢簡
裁判事

峯 金 容 子 高裁R4.4.22 R4.4.22 R4.5.10《叩

'



(別紙第3）

常置委員会諮問等事項
(事務職･書記職(幹部職員等)一高裁任命権,参考最高裁任命権等）

i FF;~ =~r.嵐~~－－~~一 ‐~､一－~－－ ：;‘､．

’最高裁発令事項

美‘弓‘日 I ら 旧月,L
|

’

令和441｜三谷 明史 i名古屋高裁総務課長 富山地裁事務局長

令和44 1 |南出良仁I総研企画研修第一課研究企画官 名古屋高裁総務課長

｜
'

|

|最高裁発令事項令和441｜角屋 晃 ’名古屋高裁民事次席書記官 岐阜家裁事務局長

1令和4411柘植 泰人 津地裁民事首席書逼官

,令和441｜武藤 和夫 i岐阜地裁事務局次長兼岐阜家裁事務局次長

1最高裁発令事項

最高裁発令事項
｛(岐阜家裁次長併任解除
Iを含む“）

名古屋高裁民事次席書記官

津地裁民事首席書記官

画奉令和44’｜金地啓之
’

岐阜地裁事務局次長

１
１

４
４

４
４

和
和

〈
洞
今
や

|最高裁発令事項
■~､一口■■一 一~~~~ －-毎三一二－－－ － 一一|

|最高裁発令事項

i名古屋高裁民事次席害｜
記官併任(最高裁発令事’
1項）
i名古屋高裁刑事次席書

I記官併任(最高裁発令事
i項）

|萩原博書：富山家裁裁判部首席書記官

|大林克典 名古屋高裁事務局総括企画官

金R家裁事務局長

富山家裁裁判部首席書記官

令和441 i永井 年典 名古屋家裁事務局次長 名古屋高裁事務局総括企画官

|名壼壼誌鳥薙一~－ －｢て豆蔽冥苓車項
令和441！竹内 亨 名古屋家裁事務局次長

L－

岐阜地裁民事首席各配官

名古屋地裁民事次席書記官

１

｝

１

４
’
４

４
，

４

和
一
和

く
わ
一
今
而

|最高裁発令事項

I1聴冨発令7項一

古田 学 ，名古屋地裁民事次席書記官

柴田こずえ’



文榑
裕

暘

田
中

宮
藤

田
朱

１
Ｊ

４

．

４
４

４

｝

４
４

和
一
和

和
△
荊
一
《
わ

《わ

’

錨：
発令弔項

｜

｜

’

’

令和4 4 ！|安野明彦｜金沢家裁事務局次長 |富山地裁刑事首席言記官 |最高裁発令事項

令和4 4｣|重文博’ ’

鍔酉 R発令事項

令和4 4 '|東又博 金沢家裁事務局次長

’

’

令和4 4.1

令和4．41

令 和4.4 1

豐吉 侭

木戸 琢磨

高橋 光彦

福井地裁民事首席書記官

福井地裁事務局次長

福井家裁事務

岐阜地裁刑事首席書記官

福井地裁民事首席書記官

福井地裁事務局次長

最高裁発令事項

最高裁発令事項

最高裁発令事項

令和4.4.1 川岸 哲成

令和4 4 1 蒋田 祷文 富山家裁事務局次長 金沢地裁刑事首席書記官 最高裁発令事項

今
洞

和44．1 田中 裕

令 和4 4 1 朱宮 陽一

福井家裁事務局次長

富山家裁事務局次長
段忘裁奨令事項
■■■■

最農童発令率項

■■

名古屋地裁民事次席書記官

今
祠

苧
●

和44．1 小林 公二

令 和4.4.1 宮脇 雅代

岐阜地裁刑事次庶書記官 …

名古屋地裁民事第2部競売係総括主任書記官 …

令和4.4.1 岐阜家裁事務局次長
最扇裁発令準項

■■‐‐



|最高裁発令事項和4 4 ’｜田中一男’ |宇都宮家裁調査官室首席家庭裁判所調査官令和4.4 1 福井家裁事務局長田中 一男

|早川示教’ |福井家裁事務局長併任 最高裁発令事項早川 示教 福井地裁事務局長）令和4.4,1

一

■■■■■■

｜
I■■■■■■

■■■■■■■

L －－

l

一
一







常置委員会搭問言車項

:亨斎通‘筒次馬隠'壜霊峰懸壜蝿ｸﾗｽ)-忍脆任命感＝隙感苓馨署面琴〒､ョ i 氏宅．
－~~~~､一 京琴~一一一一一

-1月‐_

|丑寓滋発令事項一
~~－ －F序面歪苛砺一

令和44’ ｜中城正敦｜名古屋家鹿評'所岡崎支部家鹿薮\ﾘ所鯛査官(総括主任家厩裁判所鋼壷官〉
令和441 I齢井 健夫

一~~~－－‐|屈中~三男 ｜福井家庭載判所鞍判所事務官(事務局長）令和441

京極家座識字l序家庭駐判所飼査官(次席家庭裁判所鯛査官）

名古屋家庭置判所岡崎支部家厩薮半I所鯛董官(縫括主任家庭裁判所瞬蚤宮）
|量B,畷尭令阜項

ﾛ■■ －－
|最高註発令事項

|名古屋家
田中一男 ｜福井家庭載判所鞍判所事務官(事務局長）
1川ネオ賎 ｜津家庭裁判所家庭滋判所調査官(次席家庭裁判所鵬査官）

浦111忠久

‘棺酔肇 ｜津家庭裁判所家庭裁判所劉査官(首席家庭裁判所瞬査官）

字都邑家麗裁判所家腐裁判所調五官(首席家庭駐判所鯛査官） I
0 －-一 一

|国山家歴鞍辛|所家庭裁判所醗董官(次席家庭戴判所胴査官1

津家庭寂\｣l所家庭駁判所鯛査官(次席家庭裁判所洞査官）

‘榊岡家庭霊判厭家庭裁判所振査官(首席家庭裁判所鯛査官）

|透高鞍発令卒潤

Ｔ
４
｝
刊
Ｉ
ｐ
ｆ
Ⅱ
【
ｆ
０

ｌ
Ｐ
ｌ

４
４

４
’
４
．
“
｜
“

令令←伶雇、一‐雨：一，銅
４

４
４

４

和
和

和
一
和

…諌謁竃一
最寓薮発令事目

最高錠発令事項

軍家庭裁判所家庭裁判所劉査官(首席家庭裁判所瞬査官)

津寒庭裁判所家庭酸判所鯛査官(首席家庭裁判所調査官）五百木 霊紀代l名古屋家庭種\'1所家庭裁王ﾘ所頂査官(次隔家庭註判所溺盃官）

｜名古屋家庭薮判断家庭薮判所鯛査官(次席家庭駐判所鯛査官）

｜大津家思裁判所家庭裁判所損董官噌庶家庭薮判所鯛査宮）

丑窩裁発令事項

最亮栽発令事項

大阪家庭毅判所家庭裁判所鯛査官(乾括主任寂庖巌判所謂査官〉倉崎 俊和

星野 明恋 岐阜家庭裁判所恵庭薮判所鯛査官(次席家庭薮判所嗣査官）
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．
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１
１
１
１
１
１
‐
１
‐
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１

|池田税 ｜松山家庭裁判所家庭薮判所胸麦官(次席家庭猛単ﾘ所胸査官）

|仲稔洽 1名古屋家脛裁半ﾘ所家庭裁塑l所湧査官(次席家庭鍔'1所旗査宮）

最寓鍍発令事項i岐阜家庭駐判所家庭裁判所膜査官(次席家庭註判所鯛査官）

|岐阜家庭霊判所家庭薮判所溌査官(首席家庭舞判所隅盃官） |最高級発令単項

|本務異動発令事項なし

|薦溌慧霞裁瀕賓冨

‐略岬岬‐岸ｑ‐１１１

一 ~ー‐一一

今粍4．$1 ’永井 甦梱 ｜名古屋家厩薮判所家庭薮ﾕﾘ所瞬査宮(次廃家鹿裁\1所溌萱官） 名古屋家庭裁半所家迩薮*l所鯛査百(亥廃家在裁判所明査官）

:宗和44I

i---

i名古憧家湛栽判所家厩註辛i所鯛賓皀(次席家庭湿半'1所醐査官）

石倉慎太感}|…學'臓璽識鍵扇人頭扇譲判…宮(毒壷冨）

i通高裁奨令事項l■■■

｜名古屋展裁家叙働萱･自．

｜併任
I ．

I

l

l福井家室裁宰l存家廃鮫判所唄萱官(首席吏艦駐判所鯛査官
|令和“’ ,大野恵美｜金沢家臆裁零I所家“製,所鯛蚕官(次庶家属義戦所腹萱官）

是高裁発令亭項

名古屋高澄金尺支筈家

鍍閥萱官併任鰐除

金沢家庭叙専l所簿庭裁*'｣所鵠査官(次席家庭裁半l所調査官

一 ~‐~ _~~~~~~~ ~~~~~~ﾏ ｰ - -豆一一一一 一 一

令和441 大下 幸潮

隅悪意塞令連踊

富山恵庭避判所家庭鮭判所鵠査官(首席家庭叙ﾄﾘ所眠査官 |愚高薮発令事項 ’
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大阪家庭註\'1所家庭戯判所閥査官(次庶家庭裁判所鯛査官）|財前琢郎
一一一一一一一 一

|屯弁 博之
b ﾏ ｰ ｰ ﾖ

|園蘇谷 誕子

|最高裁発令車項

'麟悪ﾄ謡;事:鳥

大阪家庭裁判所家庭寂辛ﾘ所曠査官(次席家庭駐単ﾘ所潤査官)名古屋家庭薮判所家庭薮判所圏査官(耗括主任家庭銭事l所謁査官)

|名古屋箪庭”所家率判所鱈壷富(総括主任家庭逼判所鯛盃富）

|大阪家庭鰻判所家庭慈判所鋼壷官(鱒信主任家“判所鯛壷官）

|福鈴蒙麗群'添家腫麓判所鵬壷冨(次艤蒙庭震判所鯛交宮）

|名古屋家匿酔所家庭丞塾'厩鰹萱官(総括主任家庭註\11所頂寅宮：
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艦置委員会諮問等事項
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常置委員会諮問等事項
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歳置受員会鯖問等訴項
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常置委員会諮問等事項
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常置委員会諾間等事項
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常置委員会諮問等事項
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名簿5（’

僅給表瀞 異動所属 異動職名 現所属氏名 現職名
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1／1ページ



I |名篝6

現所属 現職名異動職名 氏名俸給表 昇格級 異動所属

I

'

1／1ページ
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開示申出状況 令和4年6月1日現在
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１
１
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１
１
１
‐
‐
‐
‐
Ｉ

終局(通知)結果|苦情の有無申出日

(受理日）
|終局(通知）日
L－－ 一_

|

｜ 開示申出内容（司法行政文書の名称等）
’

－部開示

（不開示情報、開

示に代わる情報提
供､

'｜，期諦|:目） 令和4年1月11日

1
1

’
’
1

1
不開示

(存否応答拒否、
i 令和4年1月18日

21（令和4年1月19日） 令和4年2月10日
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日
日
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令和4年3月旧｜ 全部開示
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' 不開示

(文書不存在）
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わく 令和4年3月4日4 ｜
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一部開示

(不開示情報）
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年
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市１ 令和4年3月16日51
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｜ 令和4年2月1日

61（令和4年2月1日）

‐‐‐！‐‐‐，１１１‐‐‐「‐－‐。
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令和4年3月29日 全部開示

令和4年3月18日

ｲ令和4年3月22日ノ
全部開示令和4年4月15日7i
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l
→ ヨーーーーー →
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一部開示

(文書不存在

開示情報

1

81琴:罐繩目） 令和4年4月18日 不
！
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1

1

I

1

1

1



一ＩＩ８１０ｉ！‐‐‐１１

「

｜
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－部開示

(文書不存在

開示情報）

令和4年1月6日

（令和4年1月7日）
※保有個人惜報開示申出

令和4年4月19日 不

Ｕ
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－部開示
｜

令和4年5月17日I
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‐
１
１
‐
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Ｉ
‐
１
１
１
‐
１
Ｊ

佃

一

令和4年3月30B

(令和4年4月1日） (不開示情報）

※ 令和3年12月2日から令和4年6月1日までに終局（通知）をした開示申出である。

※ 上記のほか、令和4年6月1日までに終局（通知）をしていない開示申出か11件あるく


